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令和 6年第 6回普代村議会定例会会議録 

招集告示年月日 令和 6年 9月 5日 

招 集 の 場 所 普代村議会議場 

 

開閉会日時及び 

宣     告 

 

再 開 
令和 6年 9月 19日 10時 00分 

議 長 正 路 正 敏 

散 会 
令和 6年 9月 19日 10時 18分 

議 長 正 路 正 敏 

 

応（不応）招議員及び

出席並びに欠席議員 

出 席   10人 

欠 席    0人 

凡例 

○  出席 

▲  欠席 

×  不応招 

○▲ 公務欠席 

議席番号 氏  名 出席等の別 

1 金 子 泰 男 ○ 

2 松 葉 明 人 ○ 

3 大 上 浩 史 ○ 

4 齊 藤 正 明 ○ 

5 中 上 一 登 ○ 

6 嵯 峨 典 行 ○ 

7 森 田 幸 一 ○ 

8 大 上   智 ○ 

9 古 沼 和 也 ○ 

10 正 路 正 敏 ○ 

会議録署名議員 
4 齊 藤 正 明 

5 中 上 一 登 

職務のため議場に出席 

した者の職・氏名  

事務局長 

書  記 

菅 野 伸 二 

藤 嶋 大 輔 
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地方自冶法第 121条に

より説明のため出席 

した者の職・氏名  

 

 

 

村 長 

 

副 村 長 

 

教 育 長 

 

 

総 務 課 長 

 

政策推進室長  

 

税務出納課長兼 

会 計 管 理 者 

 

住民福祉課長  

 

保健センター所長兼  

包括支援センター所長兼  

子育て世代包括支援センター所長  

 

建設水産課長  

    

農林商工課長  

    

商工観光振興室長兼  

休養施設管理員 

     

医 科 ・ 歯 科 

診療所事務長  

 

教 育 次 長 

 

 

柾 屋 伸 夫 

 

太 田 吉 信 

 

三 船 雄 三 

 

 

高 井 俊 一 

 

中 村 克 成 

 

深 渡 秀 利 

 

松 葉 修 志 

  

松 葉 義 人 

  

大 村   修 

 

上戸鎖 栄 樹 

 

宮 田 修 幸 

 

山 田 晃 人 

 

道 下 勝 弘 

      

議 事 日 程 

会 議 に 付 し た 事 件 

会 議 の 経 過 

      

別紙のとおり 

別紙のとおり 

別紙のとおり 
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再  開 

（10：00） 

 

 

 

 

普代村教育委

員会委員の任

命に関し同意

を求めること 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権擁護委員

候補者の推薦

につき意見を

求めることに

るいて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柾屋村長 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

柾屋村長 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 令和 6年 9月 19日（木）第 6回普代村議会定例会 

ただ今から、本会議を再開いたします。 

 ただ今の出席議員は、10名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配布いたしました議事日程（第 2 号）によっ

て進めてまいります。 

日程第 1議案第 10号「普代村教育委員会委員の任命に関し同意を求め

ることについて」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

柾屋村長。 

議案第 10号について、説明をいたします。 

（以下、柾屋村長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

議案の性格上、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

この採決は起立採決で行いたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

それでは、お諮りいたします。 

議案第 10号「普代村教育委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて」、原案に同意することに賛成の方は、ご起立願います。 

（起立全員） 

起立全員です。 

よって、本案は同意することに決定いたしました。 

なお、上着の着脱はご自由にお願いいたします。 

日程第 2 諮問第 1 号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める

ことについて」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

柾屋村長。 

諮問第 1号について、説明をいたします。 

（以下、柾屋村長説明、記載省略） 

説明が終わりました。 

議案の性格上、討論を省略し、直ちに採決を行います。 

この採決は起立採決で行いたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

それでは、お諮りいたします。 

諮問第 1 号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ
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令和 5年度普

代村の財政の

健全化判断比

率及び資金不

足比率につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

太田副村長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田副村長 

 

 

 

議  長 

いて」、適任とすることに賛成の方は、ご起立願います。 

（起立全員） 

起立全員です。 

よって、本案は適任とすることに決定いたしました。 

日程第 3 報告第 1 号「令和 5 年度普代村の財政の健全化判断比率及び

資金不足比率について」を議題といたします。 

当局の報告を求めます。 

太田副村長。 

それでは、報告第 1 号「令和 5 年度普代村の財政の健全化判断比率及

び資金不足比率について」ご説明申し上げます。 

（以下、太田副村長説明、記載省略） 

以上で、報告を終わります。 

ここで審査の方法について、お諮りいたします。 

日程第 4認定第 1号から、日程第 10認定第 7号までの案件につきまし

ては、一括上程いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。よって、 

日程第 4 認定第 1 号「令和 5 年度普代村一般会計歳入歳出決算の認定

について」 

日程第 5 認定第 2 号「令和 5 年度普代村国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

日程第 6 認定第 3 号「令和 5 年度普代村国民健康保険診療施設特別会

計歳入歳出決算の認定について」 

日程第 7 認定第 4 号「令和 5 年度普代村簡易水道特別会計歳入歳出決

算の認定について」 

日程第 8 認定第 5 号「令和 5 年度普代村休養施設事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

日程第 9 認定第 6 号「令和 5 度普代村漁業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」 

日程第 10認定第 7号「令和 5年度普代村後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」 

以上、認定第 1 号から認定第 7 号までの案件につきましては、一括上

程いたします。 

当局の説明を求めます。なお、説明は概要についてお願いいたします。 

太田副村長。 

それでは、一括上程されました認定第 1 号から第 7 号、令和 5 年度普

代村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について一括で説明さ

せていただきます。 

（以下、副村長説明、記載省略） 

説明が終わりました。 
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散  会 

（10：18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和久代表監

査委員 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、監査委員による「決算審査意見書」及び「財政健全化審査意

見書」が提出されておりますので、和久代表監査委員より、その適否に

ついて報告をお願いいたします。 

和久代表監査委員。 

代表監査委員の和久喜美男でございます。 

それでは、令和 5 年度決算審査及び令和 5 年度地方公共団体の財政の

健全化に関する法律に基づく書類の審査の適否について、ご報告させて

いただきます。 

（以下、和久代表監査委員報告、記載省略） 

報告が終わりました。 

本認定案件の審査方法について、お諮りいたします。 

本件の審査は、当職を除く全員をもって構成する「決算特別委員会」

を設置し、同委員会に付託することといたしたいが、ご異議ございませ

んか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本件は決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに

決定いたします。 

ここで、本会議を散会といたします。 
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